令和８年１月２７日
土庄町告示第１５号

土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、オイル用オリーブ果実の急激な価格下落に伴い、厳しい農業経営を余儀なくされている農業者を支援するため、令和７年度に限り、下落した価格の一部を補てんし、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
（１）　法人　法人格を有する法人をいう。
（２）　採油事業者　オリーブオイル製造のために採油機を保有し、オリーブオイルの採油を行う事業者をいう。
（補助対象者）
第３条　補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
（１）　町内に主たる事業所等を有する法人又は町内に住所を有する者
（２）　令和７年１１月７日以降に香川県農業協同組合を介さず、直接小豆郡内の採油事業者にオイル用のオリーブ果実（ただし、香川県農業協同組合から購入したものを除く。）を販売した者
（３）　町税の滞納がない者
２　前項の規定にかかわらず、補助金の趣旨に照らして適当でないと町長が判断する者は補助金の対象としない。
　（交付対象）
第４条　補助金の交付の対象となるオリーブ果実（以下「交付対象オリーブ果実」という。）は、令和７年１１月７日から令和７年１２月３１日までに香川県農業協同組合を介さず、小豆郡内の採油事業者へ販売したオイル製造を目的としたオリーブ果実（ただし、香川県農業協同組合から購入したものを除く。）とする。
　（補助金の額）
第５条　補助金の額は、交付対象オリーブ果実のうち、同一品種の中で、令和７年１１月６日以前に販売した１㎏当たりの税別単価から令和７年１１月７日以降に販売した１㎏当たりの税別単価を減じた差額（ただし、１００円を超えた場合は１００円とする。）に採油事業者へ販売した数量を乗じた金額（以下「補助金額」という。）以内とする。ただし、その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
（交付申請）
第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
（１）　交付対象オリーブ果実販売一覧表（様式第２号）
（２）　オリーブ果実販売（買取）証明書（様式第３号）
（３）　申請者と採油事業者との取引が確認できる明細書
（４）　納税情報の照会に関する委任状（様式第４号）
（５）　その他町長が必要と認める書類
（交付の決定）
第７条　町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、交付を決定し、土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通知する。
　（不交付の決定）
第８条　町長は、第６条に規定する申請があったときは、速やかに申請内容を審査し、補助金の交付が不適当と認めた場合は、不交付を決定し、土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金不交付決定通知書（様式第６号）により申請者に通知する。
　（補助金の請求）
第９条　第７条の規定による通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、速やかに土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金交付請求書（様式第７号）により町長に補助金の交付を請求するものとする。
　（補助金の交付）
第１０条　町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
（補助金の返還）
[bookmark: _Hlk39307453]第１１条　町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認める場合は、申請者に対し、土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金返還命令書（様式第８号）の交付により、期限を定め、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
　（帳簿の整備等）
第１２条　申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出については証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿を補助事業完了後５年間保管しなければならない。
（調査）
第１３条　町長は、申請者に対し、補助金の申請内容に係る書類等の調査を行うことができる。
２　申請者は、前項の調査に協力しなければならない。
（その他）
第１４条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附　則
　（施行期日）
１　この要綱は、公表の日から施行する。
　（この要綱の失効）
２　この要綱は、補助金の支出事務が完了した日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。


様式第１号（第６条関係）
　年　月　日

土庄町長　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先


土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金交付申請書


土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり、土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金の交付を申請します。





　１．補助金交付申請額　　　　　　　　　　　　　円



　２．添付書類
① 交付対象のオリーブ果実販売一覧表（様式第２号）
② オリーブ果実販売（買取）証明書（様式第３号）
③ 申請者と採油事業者との取引が確認できる明細書
④ 納税情報の照会に関する委任状（様式第４号）
⑤ その他町長が必要と認める書類

様式第２号（第６条関係）
　年　月　日
土庄町長　　　　　　　様

氏　名　　　　　　　　　　　　　

交付対象オリーブ果実販売一覧表

	
	品　種
	販売先
※1
	(A)
販売数量
(㎏)
	(B)
1㎏当たりの税別
下落単価
（円）※2
	(A×B)
補助金額
(円)
	備　考

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	合　　　　　計
	
	


※1:補助金の対象は、小豆郡内の採油事業者への販売とする。
[bookmark: _GoBack]※2:令和7年11月6日以前の1㎏当たりの販売単価を令和7年11月7日以降の1㎏当たりの販売単価で減じた額とし、その金額が100円を超える場合は100円とする。

様式第３号（第６条関係）

　年　月　日
オリーブ果実販売（買取）証明書

販売者　　住　所　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　
	
	品　種
	(A)
11/6以前税別単価/㎏
（円）
	(B)
11/7以降税別単価/㎏
（円）
	(A-B)
差額
(円)
	(C)
買取
数量
（㎏）
	(B×C)
税別
買取価格
（円）
	
([A-B]×C)
補助対象金額
（円）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	



※令和7年11月7日以降の販売（買取）価格が下がったもののみを記入すること。
※品種ごと、出荷（買取）単価ごとに記入すること。
※令和7年11月7日～12月31日までの期間の販売（買取）分を記入すること。

上記の価格及び数量でオリーブ果実の買取りをしたことを証明します。
　　　　　　　年　　月　　日

採油事業者　　　住　　　所　　
　　　名称・商号　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　㊞
様式第４号（第６条関係）

納税情報の照会に関する委任状




受任者　土庄町長


私は、次の証明書の交付請求及び受領に関する権限を上記の者に委任します。

・委任者の完納証明書又は町税等の滞納がないことが分かる書類






　　 　年 　　　月　　　 日



委任者　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　※署名または記名押印


生年月日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　






様式第５号（第７条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　号
　年　月　日


　　　　　　　　　　　　　　　様


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土庄町長　　　　　　　　


土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金交付決定通知書

　土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金交付要綱第７条の規定により、次のとおり、土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金の交付を決定したので通知します。





　　補助決定者及び交付決定額
	氏名
	

	住所
	

	交付決定額
	　　　　　　　　　　　　　円








[bookmark: _Hlk39306403]　


様式第６号（第８条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　号
　年　月　日

　　　　　　　　　　　　　　　様
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土庄町長　　　　　　　　



土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金不交付決定通知書

　土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金交付要綱第６条の規定による審査の結果、同要綱第８条の規定により不交付と決定したので通知します。





　　　不交付と決定した理由
	








　





様式第７号（第９条関係）
	
土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金交付
請　求　書

（アラビア数字で記載し、頭書きに￥の記号を付し、訂正しないでください。）

	



	金　　額
	
	十
	億


	千



	百



	十



	万



	千



	百



	十



	円



	




	ただし、土庄町オリーブ出荷価格下落緊急対策補助金として、上記の金額を交付されたく、土庄町オリーブ出荷価格下落緊急対策補助金交付要綱第９条の規定に基づき請求する。

年　　月　　日　　
  　　土庄町長　　　　　様
                              住　所　　　
（ﾌﾘｶﾞﾅ）
　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　
責任者（所属・役職・氏名）　　　　　　　　　　　　　　
担当者（所属・役職・氏名）　　　　　　　　　　　　　　
連絡先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※請求者の押印（個人印又は法人代表者印）がある場合は、責任者及び担当者の氏名並びに連絡先の記載は不要です。

	振込先金融機関
	銀行・金庫
農協・組合
	本店・支店
本所・支所

	預金種目
	普通・当座
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	口座名義人
	（フリガナ）
	

	
	氏名
	


預金口座のある金融機関の店舗名、口座番号及び口座名義を記載してください。
なお、預金種目欄にあっては、該当する預金種目の□箇所にレ印を付してください。
請求者の氏名欄と振込先の氏名欄が異なる場合は、受領権限についての委任状の添付が必要となります。


様式第８号（第１１条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　号
　年　月　日


　　　　　　　　　　　　　　　様
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土庄町長　　　　　　　　



土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金返還命令書

　土庄町オリーブ価格下落緊急対策補助金交付要綱第１１条の規定により、次のとおり、オリーブ価格下落緊急対策補助金の返還を命じます。






　１．返還すべき額　　　　　　　　　　　　　  円　

　２．返還期限　　　　　　　　年　　月　　日　　

　３．返還方法　　　　








